
平成 27 年 8 月 13 日

有機農産物の認定生産行程管理者 様

                    （公財）自然農法国際研究開発センター

認定事務局長 森 邦義

ゴールド興産㈱が生産した資材を使用したほ場の措置について

平素は、当センターの活動と有機食品の検査認証制度にご理解とご協力をいただきあ

りがとうございます。

さて、ゴールド興産㈱の生産した有機 JAS 不適合資材等の使用に関する処置につい

て、農林水産省より別紙のような通知がありましたのでお知らせします。

農林水産省からの通知

１．ゴールド興産株式会社が生産した有機 JAS 不適合資材の使用が確認された場

合の処置について（資料１）

２．有機農産物 JAS 規格において使用可能な資材の適合評価について（資料２）

３．ゴールド興産株式会社が生産した有機 JAS 規格不適合資材の使用が確認され

た場合の処置に関する Q&A 及び別紙（資料３）

４．有機農産物の JAS 規格における「ほ場における肥培管理」の規定について（資

料４） ＜JAS 規格における肥培管理の原則の再確認してください＞

なお、資料３の問 5 に示されているように、「バッチリ米キング」及び「核アミノ

10」以外のゴールド興産㈱が生産した有機資材について改めて資材の適合評価を進め

ています。再評価の結果、適合と判断することができない資材は、資料１と同様の処

置を取ることになりますので、ご承知おきください。

※ゴールド興産の資材を使用していた生産者は、資料３の問 5 を十分ご確認ください

また、今後の資材評価については、資料２の指導に基づき行うことといたします。

これまで以上に慎重な適合評価・審査を行っていきますので、新しい資材の導入・選

択にあたっては必要書類の入手と各自で十分に内容を確認し、使用前 1 カ月程度の余

裕を持って事務局への照会するようにしてください。

                             以  上

                             本 件 担 当

                         認定事務局 大橋、吉田、谷木



２７消安第２５２２号

平成２７年７月２４日

有機ＪＡＳ登録認定機関 代表者 殿

農林水産省 消費・安全局表示・規格課長

ゴールド興産株式会社が生産した有機 JAS 不適合資材の使用が確認

された場合の処置について

日頃より有機 JAS 制度の適正な運営に御協力いただきありがとうございます。

ゴールド興産（株）が生産した有機 JAS 不適合資材「バッチリ米キング」及び

「核アミノ１０」（以下「当該肥料」という。）を使用した認定ほ場及び農産物に

ついて、認定事業者に瑕疵がないこと、当該肥料を使用したほ場は、慣行ほ

場と比べてある程度有機性が担保されていると考えられること等の事情を総

合的に勘案し、下記のとおりの取扱いとしますので、適切にご対応頂きますよう

お願いします。

記

１．当該肥料を育苗に使用した場合

当該肥料を育苗に使用した場合については、有機農産物の JAS 規格第４

条「ほ場に使用する種子又は苗等」の項の３に該当すると判断します。

【ほ場】認定継続

【当該肥料を育苗に使用した農産物】格付可能

２．当該肥料をほ場に使用した場合

当該肥料をほ場に使用した場合については、次の措置を講じます。

【ほ場】認定継続

【当該ほ場で生産した農産物】不適合資材の最終使用日から１年間は格付

不可、それ以降に収穫したものについては有機農産物として格付可能
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事 務 連 絡

平成２７年７月２日

有機ＪＡＳ登録認定機関 代表者 殿

農林水産省 消費・安全局

表示・規格課 有機食品制度班

有機農産物ＪＡＳ規格において使用可能な資材の適合性評価について

（注意喚起）

日頃より有機ＪＡＳ制度の適正な運営に御協力いただきありがとうございます。

今般のゴールド興産株式会社の事案に関し、有機農産物のＪＡＳ規格で使用が認

められていない原材料を使用して生産した肥料（商品名「バッチリ米キング」）に

「有機ＪＡＳ適合資材」と表示されていました。

ついては、貴機関が肥料や土壌改良資材等の資材について、有機農産物のＪＡＳ

規格で使用可能かどうか判断する際には、「有機農産物のＪＡＳ規格別表等資材の

適合性判断基準及び手順書」の記載を踏まえるとともに、特に下記の事項に御留意

願います。

記

１ 資材メーカーから原材料の配合や製造工程等の資料を取り寄せるとともに、必

要に応じ、製造工場の現地調査を行うこと等により、上記判断基準及び手順書に

合致していることを十分確認すること。

２ 堆肥について、有効成分（Ｎ、Ｐ、Ｋ）の値が通常より高いと思われる場合や

資材メーカーの提出書類に疑問がある場合には、書類審査だけでなく現地調査を

実施するなど、確認を十分に行い、安易に判断しないこと。

資料２
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ゴールド興産株式会社が生産した有機 JAS 規格不適合資材の使用が確認された

場合の処置に関する Q&A

平成２７年８月４日

表示・規格課 有機食品制度班

（問１）認定事業者がゴールド興産(株)が生産した「バッチリ米キング」

及び「核アミノ１０」（以下「当該肥料」という。）をほ場に使用した

場合、最終使用日から１年間は格付を行うことができませんが、その

間も年次調査を行うことは必要ですか。

（答）

ほ場の認定は継続となっていることから、年次調査は必要です。

（問２）認定事業者が当該肥料をほ場に使用した場合、最終使用日から１

年間は格付を行うことはできませんが、これについて、JAS 法施行規

則第４６条第１項第４号のロに基づく公表及び第４７条第２項に基づ

く報告を行う必要がありますか。

（答）

この措置は、平成２７年７月２４日付け２７消安第２５２２号の通知に基づ

くものであり、JAS 法施行規則第第４６条第１項第３号のニに定める格付停止

請求とは異なることから、JAS 法施行規則第４６条第１項第４号の公表及び第

４７条第２項に係る報告は必要ありません。

（問３）有機農産物及び有機加工食品の JAS 規格の Q&A 問８－１では、

禁止資材の使用を中止した時点において栽培されている作物がある場

合には、その作物が収穫された（あるいは刈り取られた）時点を有機

的な管理の開始点と見なしていますが、当該肥料の使用を中止した時
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点において栽培されている作物がある場合、有機的な管理を開始した

と見なされる時点はどの時点ですか。

（答）

本件においては、当該肥料の使用を中止した時点において栽培されている作

物がある場合であっても、当該肥料の使用を中止した時点をもって有機的な管

理を開始したとみなします。

（問４）新規申請するほ場について

１ 新規申請するほ場に当該肥料を使用していた場合、この措置に基づき、

当該肥料の最終使用日から１年経過すれば、このほ場を有機ほ場とし

て認定することはできますか。

２ 新規申請するほ場に、当該肥料を育苗に使用した苗を定植していた場

合、JAS 規格に適合すると判断し、認定することはできますか。

（答）

１ 当該措置は認定ほ場に関する措置であるため、新規申請のほ場については、

当該肥料の最終使用日から１年後を有機ほ場として認定することはできず、

JAS 規格どおり運用することが必要です。

２ 当該肥料を育苗に使用した苗を定植したほ場については、登録認定機関が

個々の事例について有機農産物の JAS 規格第４条「ほ場に使用する種子又は

苗等」の項の３に該当する状況であることを確認すれば、新規申請の場合で

あっても、認定することができます。

（問５）ゴールド興産（株）が生産する「バッチリ米キング」及び「核ア

ミノ１０」以外の肥料（以下「疑義資材」という。）を認定事業者が

使用していた場合、どのように対応すべきですか。

（答）

１ 認定事業者は、JAS 規格に適合していることを確認できた資材のみ使用す

ることができ、適合性が確認できないものは、たとえ不適合であることが明
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らかとなっていない場合であっても、使用することはできません。

２ 疑義資材については、現在、宮城県が肥料取締法に基づく特殊肥料に該当

するかどうかを確認中であるものの、同社が別紙のとおりこれらの肥料に化

学合成された尿素等の使用を公表していたことを踏まえると、これらの肥料

が有機 JAS 規格に適合しているとは断定できません。このため、改めて評価

を行った上で適合と確認できない限り、有機農産物の生産に使用することは

できません。

また、別紙以外の肥料についても、これまでゴールド興産(株)が適切な根

拠書類を提出していなかった事実を考慮すると、改めて適合性の評価を行い、

JAS 規格に適合することを確認する必要があると考えます。

３ 認定事業者が疑義資材をほ場に使用しており、これらの資材について再度

評価しても JAS 規格への適合性が確認できない場合は、平成２７年７月２４

日付け２７消安第２５２２号に記載したとおりの措置を行うことが適切と考

えます。

なお、疑義資材について、認定事業者及び登録認定機関が現時点で何の措

置も講じず、将来、使用禁止資材が使用されたことが判明した場合には、認

定事業者等に瑕疵がないとは言い切れないことから平成２７年７月２４日付

け２７消安第２５２２号の措置をとることはできない可能性が強く、有機

JAS 規格どおりの措置（ほ場の認定は取り消し）を行うことが必要になりま

す。

【お問い合わせ先】

農林水産省 消費・安全局

表示・規格課 有機食品制度班

担当：長谷 酒瀬川

TEL：０３－６７４４－７１３９





資料４

有機農産物のJAS規格における「ほ場における肥培管理」の規定について

原則

上記方法で土壌の性質に由
来する農地の生産力の維持
増進を図れないとき

○当該ほ場において生産された農産物の残さに由来する堆肥の施用

○当該ほ場若しくはその周辺に生息し、若しくは生育する生物の機能を活用

により土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ること。

○別表１の肥料及び土壌改良資材に限り使用可能。

○当該ほ場若しくはその周辺以外から生物を導入可能。


